
建築工事業における労働災害防止等講習会

建築工事業における労働災害防止について

令和６年６月21日

能代労働基準監督署



本日のテーマ

1. 労働災害発生状況

2. 秋田労働局第14次労働災害防止計画の概
要について（抜粋）

3. 建設業における労働災害防止対策について

4. 各種労働安全衛生関係法令の改正等につい
て



製造業, 210, 18%

建設業, 221, 19%

運輸交通業, 105, 9%

林業, 25, 2%

商業, 204, 17%

保健衛生業, 196, 17%

接客娯楽業, 49, 4%

清掃・と畜業, 59, 5%

その他の業種, 108, 9%

労働災害発生状況（令和５年）

令和５年業種別労働災害発生状況（秋田労働局）

※新型コロナウイルス感染症を除く

計1177人



労働災害発生状況（令和５年）

令和５年事故の型別労働災害発生状況（秋田労働局）

墜落・転落, 165, 14%

転倒, 402, 34%

激突, 38, 3%

飛来・落下, 59, 5%

崩壊・倒壊, 14, 1%

激突され, 44, 4%

はさまれ・巻き込まれ, 125, 11%

切れ・こすれ, 66, 6%

高温・低温の物との接触,

33, 3%

交通事故, 33, 3%

動作の反動・無理な動作, 133, 11%

その他, 65, 5%

※新型コロナウイルス感染症を除く

計1177人



労働災害発生状況（令和５年）

令和５年建設業事故の型別労働災害発生状況（秋田労働局）

墜落・転落, 62, 28%

転倒, 27, 12%

激突, 4, 2%

飛来・落下, 21, 9%崩壊・倒壊, 4, 2%

激突され, 7, 3%

はさまれ・巻き込まれ, 32, 14%

切れ・こすれ, 23, 10%

高温・低温の物との接触, 13, 6%

交通事故, 10, 5%

動作の反動・無理な動作, 10, 5% その他, 8, 4%

計221人



労働災害発生状況（令和５年）

令和５年建設業死亡災害発生状況（秋田労働局）

No 署別 発生月 業種名

年 齢
経 験

（○年以上

○年未満）

事故の型 起因物 発 生 状 況

１ 横手 3月
河川土木工

事業
(3-1-7)

60歳代
(1年未満)

飛来、落下
掘削用機

械

農業用水路工事において、ドラ
グ・ショベルを使用して、チェーン
スリング１本で玉掛けした敷鉄板を
吊り上げて移動し、別の鉄板上に降
ろしたところ、チェーンスリングの
フックが外れて鉄板が倒れ、鉄板の
振れ止めを行っていた被災者がその
下敷きとなった。

２ 能代 4月
道路建設工
事業(3-1-
6）

60歳代
(10～20年)

交通事故
（道路）

トラック

被災者の運転するダンプトラック
が橋を走行中に車道と歩道の間の防
風柵に衝突した。

３ 秋田 5月
その他の
建築工事業
（3-2-9）

30歳代
（1年未満）

飛来、落下
移動式
クレーン

設備の点検整備工事において、移動
式クレーンで溶接機（約350kg）を
吊り上げて旋回したところ、溶接機
下部に付いていたオイル漏れ防止用
の鉄板が外れて落下し、その下で作
業していた被災者に激突した。



労働災害発生状況（令和５年）

令和５年建設業死亡災害発生状況（秋田労働局）

No 署別 発生月 業種名

年 齢
経 験

（○年以上

○年未満）

事故の型 起因物 発 生 状 況

４ 秋田 7月
その他の土
木工事業
（3-1-99）

70歳代
（10～20年）

高温・低温
の物との
接触

高温・
低温環境

農地の基盤整備工事現場で、被災
者はドラグ・ショベルで掘削した箇
所の高さを確認する作業を行ってい
たところ、体調が悪くなりその場に
横たわった。その後、病院に搬送さ
れ入院していたが、３日後に熱中症
により死亡した。なお、災害発生時
の秋田市のWBGT値は30.7度（実況推
測値）であった。

５ 大館 8月

鉄骨・鉄筋
コンクリー
ト造家屋建
築工事業
（3-2-1）

40歳代
（1年未満）

高温・低温
の物との
接触

高温・
低温環境

被災者は建屋解体工事において、
壁に貼られた木材を手で外していた
が、体調が優れなかったため、休憩
を多くはさみながら作業していた。
午後２時過ぎ、気温上昇により作業
が中止となったため、被災者は片付
け作業を行っていたところ、熱中症
で倒れ、搬送先の病院で死亡した。
なお、当日の午後２時の気温は34.7
度であった。



製造業, 15, 13%

建設業, 21, 19%

道路貨物運送業, 6, 5%

林業, 4, 4%小売業, 20, 18%

社会福祉施設, 15, 14%

飲食店, 2, 2%

医療保健業, 7, 6%

その他の業種, 21, 19%

計111人

労働災害発生状況（令和５年）

※新型コロナウイルス感染症を除く

令和５年業種別労働災害発生状況（能代署）



土木工事, 4, 

19%

鉄骨・鉄筋コンクリート

造家屋建築業, 2, 10%

木造家屋建築業, 8, 38%

その他の建築業, 

7, 33%

労働災害発生状況（令和５年）

計21人

令和５年建設業労働災害発生状況（能代署）

墜落・転落, 5, 24%

転倒, 4, 19%

飛来・落下, 4, 19%

激突され, 1, 5%

はさまれ・巻き込まれ, 1, 5%

切れ・こすれ, 4, 19%

交通事故, 2, 9%

計21人

業種別 事故の型別



労働災害発生状況（令和５年）

建設業労働災害発生状況（能代署過去20年推移）

30

25
24

15
14

18

24

19

15

23

21
20

13

21

24

16

7

11

19

21

0

5

10

15

20

25

30

35



本日のテーマ

1. 労働災害発生状況

2. 秋田労働局第14次労働災害防止計画の概
要について（抜粋）

3. 建設業における労働災害防止対策について

4. 各種労働安全衛生関係法令の改正等につい
て



秋田労働局第１４次労働災害防止計画のポイント

・計画の目標と期間 ・・・・・・・・・・・ 1

…

目

次

・重点事項 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・ 2

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（陸上貨物運送業） ・・・・・・・・・・・ 4

・重点事項 高年齢労働者等の労働災害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・ 3

労働災害防止計画は、戦後の高度成長期における産業災害や職業性疾病の急増を踏まえ、1958年に第１次の計画が策定されたものであり、

その後、社会経済の情勢や技術革新、働き方の変化等に対応しながら、これまで13次にわたり策定してきた。

この間、秋田労働局、事業者、労働者等の関係者が協働して安全衛生活動を推進する際の実施事項や目標等を示して取組を促進することによ

り、労働現場における安全衛生の水準は大幅に改善したが、近年の状況を見ると、労働災害による死亡者数は減少してきているものの、2022年

（令和４年）は増加し、休業４日以上の死傷者数に至っては、新型コロナウイルス感染症による増加を考慮しても高水準で推移している。また、高

年齢労働者、中小事業場の災害が多いなど中小事業場を中心に安全衛生対策の取組促進が不可欠な状況にある。さらに、職場における労働者

の健康保持増進に関する課題については、働き方改革への対応、メンタルヘルス不調、労働者の高年齢化や女性の就業率の上昇に伴う健康課

題への対応、治療と仕事の両立支援、コロナ禍におけるテレワークの拡大や化学物質の自律管理への対応など多様化してきている。

このような状況を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、2023年度を初

年度として、５年間にわたり秋田労働局、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた「第14次労働災害防止

計画」を、ここに策定する。

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（林業） ・・・・・・・・・・・ 7

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（建設業） ・・・・・・・・・・・ 5

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（製造業） ・・・・・・・・・・・ 6

・重点事項 労働者の健康確保対策の推進（メンタルヘルス対策・産業保健活動の推進） ・・・・・・・・・・・ 8

・重点事項 労働者の健康確保対策の推進（過重労働対策） ・・・・・・・・・・・ 9

・重点事項 化学物質による健康障害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・10



計画の目標

秋田労働局、事業者、労働者等の関係者が一体となっ
て、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向
け、指標（アウトプット指標、アウトカム指標）を定め、計
画期間内に達成することを目指す

２０２３年４月１日～２０２８年３月３１日

計画期間

アウトカム指標の達成による労働災害減少目標

死亡災害 ： 2022年と比較して、2027年までに５％以上減少
死傷災害 ： 2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、2022年と比較して2027年までに減少

14 
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秋田労働局第14次労働災害防止計画の目標と期間



墜落転

落; 33%

転倒; 
12%

はさまれ

等; 12%

切れこ

すれ; 8%

飛来落

下; 8%

激突; 
7%

激突さ

れ; 6%

その他; 
14%

• 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントの周知について、集団指導及び個別指導等のあ
らゆる機会に実施する。

• 熱中症及び騒音障害防止に係る対策について、各ガイドラインに基づく指導を実施する。
• 建設工事関係者との連絡会議を開催し、安全衛生に配慮した発注等について協議する。

 建設業における死亡災害の約４割が墜落・転落災害であることから、「建設業における墜落・転落防
止対策の充実強化に関する実務者会合報告書」（令和４年10月28日公表）を踏まえ、足場の点検の
確実な実施、一側足場の使用範囲の明確化等墜落・転落災害防止対策の充実強化を図る。

 地震、台風、大雨等の自然災害に被災した地域の復旧・復興工事における労働災害防止対策の徹
底を図る。

 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成28年12月16日法律第111号）に
基づき、国土交通省と緊密な連携の下に、建設工事従事者の安全及び健康の確保に取り組む。

 「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「騒音障害防止のためのガイドライン」の周知・指導な
どの健康障害防止対策の推進を図る。

具体的取組事項

現状と施策の方向性

アウトプット指標

• 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合
を2027年までに85％以上とする。
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アウトカム指標
• 建設業の死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。

墜落転

落 37%

交通事

故（道

路） 25%

はさまれ

等 12%

熱中症
13%

交通事

故（その

他） 13%

令和４年
速報値
死亡者数
８人

令和４年
速報値
死傷者数

224人

建設業 死亡災害 事故の型別

建設業 休業災害 事故の型別

建設業労働災害発生状況

重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（建設業）

（労働者死傷病報告）
（除く、コロナ感染）

（労働者死傷病報告）
（除く、コロナ感染）



~19歳; 
1%

20~29

歳; 
12%

30~39

歳; 
16%

40~49

歳; 
24%

50~59

歳; 
23%

60歳

～; 
24%

• エイジフレンドリーガイドラインの周知について、集団指導・個別指導等のあらゆる機会に実施する。
• 外国人労働者に対する災害防止教育の実施について、あらゆる機会をとらえて周知する。

重点事項 高年齢労働者等の労働災害防止対策の推進

 死傷災害の増加については①労働災害発生率が高い60歳以上の高年齢労働者が増加していること、
②特に第三次産業への就労者の増加に伴って、機械設備等に起因する労働災害に代わり、対策のノウ
ハウが蓄積されていない労働者の作業行動に起因する労働災害が増加してきていること、③安全衛生の
取組が遅れている第三次産業や中小事業者において労働災害が多く発生していること。その背景として、
厳しい経営環境等様々な事情で安全衛生対策の取組が遅れている状況があること、④さらに、外国人労
働者の雇用者数の増加に伴い、外国人労働者の死傷者数も増加傾向にある。これら労働災害の防止対
策を強化する必要がある。

具体的取組事項

現状と施策の方向性

アウトプット指標
• 労働者50人以上の事業場における 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく
高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場の割合を2027年までに50％以上とする。

• 外国人労働者に対する安全衛生対策として、母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外
国人労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに50％以
上とする。
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アウトカム指標
• 増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに男女ともその増加
に歯止めをかける。

• 外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに全体平均以下（全産業における令和４年の年千人率
5.98（速報値））とする。

外国人労働者 労働災害発生状況

令和４年速報値（５年1月末）
年齢別労働災害発生状況

（労働者死傷病報告）
（除く、コロナ感染）

（単位：人）

（労働者死傷病報告）
（除く、コロナ感染）

平成
30年

令和
元年

令和
2年

令和
3年

令和
4年

外国人
労働者
数

1953 2203 2402 2233 2498

外国籍
被災者
数

0 1 7 10 11



エイジフレンドリーについて

• エイジフレンドリーとは「高齢者の特性を考慮し
た」を意味する言葉で、ここでは高年齢労働者が職
場内において安全で安心した作業環境の中で就労さ
せることを目的とした取り組みになります。

• 定年延長や労働人口の確保のため、高年齢労働者
の雇用が進んでおり、雇用の増加と比例して、労働
災害も増加しています。

• このようなことから、高年齢労働者の特性を考慮
した労働災害防止対策を事業場でも積極的に進めま
しょう。

具体的な取り組み例

（1）安全衛生管理体制の確立等
経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当や

組織作りを行い、身体機能の低下等による労働災害
についてリスクアセスメントを実施。

（2）職場環境の改善
照度の確保、段差の解消、

補助機器の導入等ハード面の
対策とともに、ゆとりのある
作業スピード等、働く人の特
性を考慮した作業管理の実施。

（3）高年齢労働者の健康や体力
の状況の把握

健康診断や体力測定により、事
業者、高年齢労働者双方が当該高
年齢労働者の健康や体力の状況を
客観的に把握。

（4）高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
健康診断や体力測定により把握した個々の健康状

態等に応じて、作業場所に適正配置し、併せて身体
機能の維持向上に取り組む。

（5）安全衛生教育
十分な時間をかけ、写真や図、

映像等文字以外の情報も活用した
教育を実施し、再雇用等で経験の
ない業務への従事者には、丁寧な
教育訓練を実施。



本日のテーマ

1. 建設業における労働災害発生状況

2. 秋田労働局第14次労働災害防止計画の概
要について（抜粋）

3. 建設業における労働災害防止対策について

4. 各種労働安全衛生関係法令の改正等につい
て



1.墜落・転落災害事例
※災害事例は県内で発生した典型的な事例を示す

№
発生
月

業種
年 齢 経 験 (○

年以上
○年未満)

起因物 発生状況

1 ５月

鉄骨・鉄筋
コンクリー
ト造家屋建
築工事業

50歳代
（1～5年）

足場

足場から鉄骨塗装作業を行っていた労働者が
作業終了後に道具を置いた際、足場から転落し
た。（高さ約５ｍ、足場に中さん無し）

2 ６月
木造家屋建
築工事業

50歳代
(20～30 年)

はしご等

脚立に上り外壁の補修作業を行っていたとこ
ろ、体勢を崩して落下し、後ろにあったブロッ
ク塀に体を打ち付け負傷した。

3 ６月
木造家屋建
築工事業

40歳代
(1～5年)

屋根

住宅屋根の塗装のためグラインダーを使用し
て屋根上で作業を行っていたところ、足を踏み
外して墜落した。（高さ約３ｍ、墜落防止措置
無し）

4 ９月
その他の土
木工事業

60歳代
(30年以上)

トラック
ダンプトラックに廃材を積み込む作業を行っ

ていたところ、ダンプの荷台から落下した。



墜落・転落災害の防止対策

1. 墜落防止措置の徹底（足場、脚立、はしご）
2. 手すり先行工法について
3. 墜落制止用器具の使用
4. 屋根上作業における墜落防止措置

天板を跨が
ず、軽くモモ
やスネを当て
る（両足と、
モモなどが3点
支持のような
状態にして安
定させる）



1.墜落・転落災害の防止対策
（「枠組み足場」の組立て方）

枠組足場の墜落防止対策

下さん
高さ15～40cm

飛来落下対策に幅木を設置した例↓ 飛来落下対策にメッシュシートを設置した例↓

高さ15cm以上の幅木
（下さん不要） メッシュシート



1.墜落・転落災害の防止対策
（単管足場等の組立て方「枠組み足場以外の足場」）

枠組足場以外の足場の墜落防止対策

中さん
高さ35～50cm

飛来落下対策に幅木を設置した例↓ 飛来落下対策にメッシュシートを設置した例↓

高さ15cm以上の幅木
（下さん不要） メッシュシート

手すり
高さ85cm以上





改正労働安全衛生規則について

４ 施行日等

２ 足場の点検を行う際、点検者を指名することを義務付け

主に狭あいな現場で使用される一側足場については、その構造上、安衛則に定める手すりの設置等の墜落防止措
置が適用されないところ、一側足場からの墜落・転落災害が発生している（※）ことを踏まえ、本足場を使用する
ために十分幅がある場所（幅が１メートル以上の場所）においては、本足場の使用を義務付けるもの。ただし、つ
り足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難
なときは、この限りではないこととするもの。

１ 一側足場の使用範囲を明確化

足場（つり足場を含む。以下同じ。）からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、安衛則で義務付
けられている足場の点検が行われていない事例が散見されていることを踏まえ、事業者又は注文者による足場の点
検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじめ指名することを義務付けるもの。

公布日：令和５年３月14日
施行期日：１については令和６年４月１日、２及び３については令和５年10月１日

３ 足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加

事業者又は注文者が悪天候若しくは地震又は足場の組立て、変更等の後の足場の点検を行ったときに記録及び保
存すべき事項（現行では当該点検の結果及び点検結果に基づいて補修等を行った場合にあっては、当該措置の内
容）に、当該点検者の氏名を追加するもの。

一側足場の例 本足場の例 （（一社）仮設工業会より提供）（（一社）仮設工業会より提供）

（※）令和元年～３年に発生した足場からの墜落・転落によ
る死亡災害56件のうち、８件が一側足場からのもの。



2.手すり先行工法について



2.手すり先行工法について

各現場に合った工法の選択をお願いします！
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３.墜落制止用器具の使用





第一種ショックアブソー
バの使用を想定



Q：新規格と旧規格のハーネス型墜落制止用器具の見分け方
（新規格タイプの例）

ラベルには、以下の内容が記載されています。
• 墜落制止用器具の規格 適合品
• 種類：フルハーネス型
• 使用可能質量（体重+装備品）130㎏以下
• 製造年月：バックルに記載

ラベルには、以下の内容が記載されてます。
• 墜落制止用器具の規格 適合品
• 種類：フルハーネス型
• 種別：第一種（4kN）
• 使用可能質量100㎏以下
• 最大自由落下距離：2.3ｍ
• 落下距離：4.4ｍ
• 製造年月：フック又はバックルに表示



Q：新規格と旧規格のハーネス型墜落制止用器具の見分け方
（旧規格タイプの例）

•ラベルには「安全帯の規格」適合品と表示。
•製造年月：バックルに記載と表示。



４.屋根上作業における墜落防止措置



2.重機等による災害
※災害事例は県内で発生した典型的な事例を示す

№
発生
月

業種
年 齢 経 験 (○年

以上
○年未満)

起因物 発生状況

1 1月
土木
工事業

30 歳代
(1～5年)

掘削用機械

バックホウと被災者がすれ違う際
に、積雪の影響でバックホウが被災
者側へ横滑りし、バックホウと資材
の間に挟まれた。

2 ２月
土木
工事業

60 歳代
(30年以上)

移動式
クレーン

クレーン機能付のバックホウで撤
去予定の側溝を吊り上げ、被災者が
吊り上げられた側溝に付着していた
雪や泥を除去しようと近づいたとき、
側溝が破損して落下し、足に接触し
た。

３ 4月
その他の
建築工事

業

30歳代
(1～5年)

解体用機械

解体用つかみ機にて廃材の入った
袋をつかもうと操作した際に、誤っ
て手元作業を行っていた労働者の腕
も一緒につかんでしまった。



重機による災害の防止対策

1.重機やクレーン使用時の作業計画の作成
2.立ち入り禁止措置の実施
3.誘導員の配置

誘導員



重機による災害の防止対策



重機による災害の防止対策

作業場所の調査を行い
ましょう！

合図の方法や合図者、
立入禁止措置について
取り決めましょう！



重機による災害の防止対策

作業方法・安全
対策・指導事項
を記載！



重機による災害の防止対策

～

立入禁止措置や合図者
の配置を詳細に記載し
ましょう！
必要に応じて誘導員も
配置しましょう！

必ず現場作業員に確認
させること！



重機による災害の防止対策

その他
当然のことかもしれませんが…

• オペレーターの資格の確認
• 重機の検査状況の確認と始業前点検
• 重機運転時はシートベルト着用
• 運転位置から離れる際はバケット等を地上
に下ろし、エンジン停止、逸走防止措置を
講じること。

• 機械の用途外使用をしない



3.その他の災害
※災害事例は県内で発生した典型的な事例を示す

№ 発生月 業種
年 齢 経 験
(○年以上
○年未満)

起因物 発生状況

1 ２月
木造家屋
建築工事業

20歳代
(1～5年)

丸のこ盤

建築工事現場内において、携
帯用丸のこを使用して材料を切
断中、誤って指先が刃の部分に
触れてしまった。

2 ７月 土木工事業
50歳代

(5～10年)
高温・
低温環境

気温の高い日に現場作業を
行っていたところ、帰宅後に体
調が悪くなり、救急搬送された。
（熱中症によるもの）

3 11月
その他の建
築工事業

60 歳代
(1～５年）

材料
走って移動中、床に置いて

あった部材につまずき転倒した。



切れ・こすれ災害の防止対策

1.木材加工用機械の接触防止装置の設置
2.木材加工用機械の接触防止装置の有効稼働
3.機械工具の使用前点検の実施



熱中症による災害の防止対策



熱中症による災害の防止対策



熱中症による災害の防止対策



熱中症による災害の防止対策



熱中症による災害の防止対策



熱中症による災害の防止対策



転倒災害の防止対策

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

通路等の凹凸につまずいて転倒（10％）

敷地内（特に従業員用通路）の凹凸、陥没穴等（ごくわずかな

ものでも危険）を確認し、解消

作業場・通路に放置された物につまずいて転倒（16％）

バックヤード等も含めた整理、整頓（物を置く場所の指定）の徹底

(なし)
何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒（27％）

転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）
✓

✓

✓



転倒災害の防止対策

作業場や通路のコードなどにつまずいて転倒（7％）

※引き回した労働者が自らつまずくケースも多い

転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、

労働者に遵守を徹底させる

作業場や通路以外の障害物（車止め等）につまずいて転倒（８％）

適切な通路の設定

敷地内駐車場の車止めの「見える化」

作業場や通路の設備、什器、家具に足を引っかけて転倒（８％）
設備、什器等の角の「見える化」

✓

✓

✓

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策



本日のテーマ

1. 建設業における労働災害発生状況

2. 秋田労働局第14次労働災害防止計画の概
要について（抜粋）

3. 建設業における労働災害防止対策について

4. 各種労働安全衛生関係法令の改正等につい
て



改正特定化学物質障害予防規則（溶接ヒューム）
屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

金属アーク溶接等作業について
健康障害防止措置が義務付けられます

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれが

あることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則（特化

則）等を改正し、新たな告示を制定しました。

改正政省令・告示は、令和３年４月１日から施行・適用します。

 金属アーク溶接等作業を屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で行う事業者向けのものです。

 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う方は、リーフレット「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業

場で行う皆さまへ」をご覧ください。

※「屋内作業場」とは、以下のいずれかに該当する作業場をいいます。

・作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所

・ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所

※「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰

り返し行わないものは含まれません。

１．新たに規制の対象となった物質

溶接ヒューム（金属アーク溶接等作業（※）において加熱により発生する粒子状物質）について、

新たに特化則の特定化学物質（管理第２類物質）として位置付けました。

※金属アーク溶接等作業
・金属をアーク溶接する作業・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作

業・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業（燃焼ガス、レーザービーム

等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません）



改正特定化学物質障害予防規則（溶接ヒューム）

金属アーク溶接等作業（→１ページ）に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ
ることが必要です。

（1）有効な呼吸用保護具の使用（特化則第38条の21第５項）

防じんマスク 電動ファン付き呼吸用保護具
【取り替え式・全面形面体】【取り替え式・半面形面体】 【使い捨て式】 【全面形面体】 【半面形面体】

（参考）呼吸用保護具の種類

（3）特定化学物質作業主任者の選任（特化則第27条、第28条）

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、次の職務
を行わせることが必要です。

（2）特定化学物質健康診断の実施等（特化則第39条～第42条）

金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者などに対して、健康診断を行うことが必要です。

（4）その他必要な措置

①安全衛生教育（安衛則第35条）
②ぼろ等の処理（特化則第12条の２）
③不浸透性の床の設置（特化則第21条）
④立入禁止措置（特化則第24条）

⑤運搬貯蔵時の容器等の使用等（特化則第25条）
⑥休憩室の設置（特化則第37条）
⑦洗浄設備の設置（特化則第38条）
⑧喫煙または飲食の禁止（特化則第38条の２）
⑨有効な呼吸用保護具の備え付け等（特化則第43条、第45条）



労働安全衛生規則改正内容について

４ 施行日等

３ 運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外

荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その
機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59 条第３項
の安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務として、テールゲートリフターの操作の業務（荷役作業を伴うものに限
る。）を規定するもの。

※ 併せて、安全衛生特別教育規程（昭和47年労働省告示第92号）について、テールゲートリフターの操作の業務に係る
特別教育（テールゲートリフターに関する知識、テールゲートリフターによる作業に関する知識及び関係法令の科目に
係る学科教育（計４時間）及びテールゲートリフターの操作の科目に係る実技教育（２時間））を新たに規定するもの。

２ テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育を義務化

テールゲートリフターの操作においては、原動機を動かさなければテールゲートリフターが動かない構造のものも存在す
ることから、運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合においては、逸走防止措置を引き続き義務付けるが、
原動機の停止義務については適用除外とすること等とするもの。

公布日：令和５年３月28日

施行/適用期日：令和５年10月１日（２の特別教育の義務化については令和６年２月１日）

１ 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大

現行、最大積載量５トン以上の貨物自動車について、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者
に保護帽を着用させる義務が規定されているところ、それらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積
載量５トン以上の貨物自動車から、２トン以上のものに拡大するもの。
なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、上記のうち、荷台の側面が構造上開閉できるもの

等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲー
トリフターが設置されているもの（テールゲートリフターを使用するときに限る。）とするもの。

昇降設備の例











改正石綿障害予防規則について



建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書において
提言された石綿障害予防規則等の改正のポイント

改正前 改正後 ※下線部分が改正内容

レベル１

石綿含有吹付け材

レベル１

石綿含有吹付け材

レベル２

石綿含有保温材、

耐火被覆材、断熱材 レベル２

石綿含有保温材、

耐火被覆材、断熱材

レベル３

スレート、Pタイル、

けい酸カルシウム板1種

等

その他石綿含有建材

けい酸カルシウム板

1種※２（破砕時）

仕上げ塗材（電動工

具での除去時）

レベル３

スレート、Pタイル等

その他石綿含有建材

事前調査
※調査方法を
明確化

資格者による
調査

調査結果の３
年保存、現場
への備え付け

作業計画

作業状況等の
写真等による
記録・３年保
存

掲示

湿潤な状態に
する

マスク等着用

作業主任者の
選任

作業者に対す
る特別教育

健康診断

負圧隔離

集じん・排気
装置の初回
時、変更時点
検

作業開始前、
中断時の負圧
点検

隔離解除前の
取り残し確認

等

計
画
届
（
レ
ベ
ル
２
も
計
画
届
）※

十
四
日
前

隔離
※負圧は不要

事
前
調
査
結
果
等
の
届
出
（
一
定
規
模
以
上
の
工
事※

１

が
対
象
）

※１ 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事
※２ 石綿含有けい酸カルシウム板１種（天井、耐火間仕切壁等に使用）：レベル１・２ほどの飛散性はないが他のレベル３より飛散性が高い

事前調査

作業計画

掲示

湿潤な状態に
する

マスク等着用

作業主任者の
選任

作業者に対す
る特別教育

健康診断

負圧隔離

集じん・排気
装置の初回時
点検

作業開始前の
負圧点検

等

計
画
届※

十
四
日
前

作
業
届※

工
事
開
始
前



石綿は、建材に多く使用されてき
ました。
このため、建築物等の解体や改修

工事で建材を切断、破砕する際に石
綿が飛散し、ばく露するおそれがあ
ります。
建材の形状や密度により解体・改

修作業時の石綿の飛散性も異なりま
す。
右の写真のような建材以外に、ガ

スケットやパッキン、電気設備等に
も使用されており、配管・防水・電
気工事等も含めさまざまな工事の対
象物に石綿が含まれている可能性が
あります。
詳しくは、国土交通省「目で見る

アスベスト建材（第2版）」を参照
してください。

改正石綿障害予防規則について



石綿事前調査者の資格要件
令和5年（2023年）10月から

有資格者による調査が必要となりました。

現在秋田県内では、
建設業労働災害防止協会秋田県支部と
一般社団法人秋田県労働基準協会
において、それぞれ2か月
に1～2回程度講習会を実施
しております。

◆ 必要に応じて計画的な資格
者の確保をお願いします。



発注者 元請

委託調査者 石綿事前調査

石綿事前調査 元請がインター
ネットで報告

元請に石綿事前
調査結果を提出

元請or委託調査者が
石綿事前調査を実施

元請が監督署と
自治体の両方に報告

建築物等の解体・改修工事を実施する場合の
石綿事前調査結果報告のフロー図

※石綿事前調査結果報告は、原則としてインターネットでの報告が必要です。



【報告対象となる工事】

1. 建築物の解体工事（解体作業対象の床面積の合計80㎡以上）

2. 建築物の改修工事（請負代金の合計額100万円以上（税込））

3. 工作物の解体・改修工事（請負代金の合計額100万円以上（税込））

4. 鋼製の船舶（総トン数20トン以上）の解体又は改修工事

※ ４は監督署のみに報告が必要
※ 施工場所を管轄する監督署や自治体に報告

（一覧表を参照して下さい）

令和４年４月１日からは
石綿事前調査結果について
監督署と自治体への報告が必要となっています



労働安全衛生手続の一部電子申請義務化について
（令和７年１月１日から）




